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教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成28年４月１日 

新潟県教育委員会 

   教育長  池 田  幸 博  

新潟県教育委員会規則第６号 

教育職員の免許状に関する規則の一部を改正する規則 

教育職員の免許状に関する規則（平成元年新潟県教育委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という。）を当該改正表に対応する次の表の改 

正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

別記 

第27号様式（第９条関係） 

 

第30号様式（第10条関係） 

 

第31号様式（第10条関係） 

 

別記 

第27号様式（第９条関係） 

第30号様式（第10条関係） 

 

第31号様式（第10条関係） 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の規則に基づいて提出された書類は、この規則に基づいて提出された書類

とみなす。  


